
 

サービス企画部 文2022-627 

２０２３年３月１日 

日本生命保険相互会社 

 

お客様ID規程の改定について 

 

いつも格別のお引立てをいただき厚くお礼申しあげます。 

 

Webで実施可能な手続きの拡大等に伴い、分かりやすさ向上の観点から、２０２３年４月２日よ

り、お客様ID規程を下記のとおり変更いたします。 

 

記 

 

１．Webで実施可能な手続きの拡大 

・第３条第１項を以下のとおり改定いたします。（改定箇所は下線部分） 

第３条（パソコンまたは携帯電話等による取引） 

１ 第１条第４項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、パソコンまたは携帯電

話等から会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様ＩＤまたは

保険契約を特定する番号、ならびにパスワードおよび保険契約者等の生年月日の月日を送

信することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、会社の定める取扱の

範囲内で、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の定める取引ができま

す。なお、取引によっては、保険契約者等が金額等を送信することを要します。 

（１）保険契約貸付の請求および元利金の返済 

（２）積立配当金、据置支払となった保険金等（以下、「据置保険金」といいます。）の

支払請求 

（３）年金の種類の変更、年金支払期間の変更、年金の一括支払、年金の請求および

第１回年金支払日の変更 

（４）給付金・保険金等の請求 

（５）保険料の払込、保険料払込方法（経路）の変更および指定口座等の変更 

（６）保険金等の受取人の変更 

（７）指定代理請求人の指定、変更指定 

（８）ご契約者サポートサービス規程に定めるご契約者サポートサービスの申込、変更、停

止 

（９）その他会社の定める取引 

 

２．その他 

・第３条第１項の改定に伴う対応や所要の改定を実施いたします。 

 

※最新のお客様ID規程はこちら 

 

以上 

https://www.nissay.co.jp/keiyaku/senyo/help/id/kitei_all.html

